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第１６回 観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会 会議次第 
 

平成１７年７月２８日（木）午後１時３０分から      
大 野 原 町 中 央 公 民 館 ３ 階 講 義 室 

 
１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 議 事 

 

（１）協議事項 

 

    (1) 議案第１４号 平成１７年度観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会歳入歳出補正予

算（第１号）（案）について 

 

（２）報告事項 

 

   (1) 報告第５８号 新市の市章マニュアル作成委託契約の締結について 

                

   (2) 報告第５９号 手数料の取扱いについて 

               

 (3) 報告第６０号 消防団・海防団の取扱いについて 

 

  (4) 報告第６１号 各種事務事業（コミュニティ関係）の取扱いについて             

 

 (5) 報告第６２号 各種事務事業（人権擁護関係）の取扱いについて 

 

(6) 報告第６３号 各種事務事業（交通関係）の取扱いについて 

  

(7) 報告第６４号 各種事務事業（国際交流・友好都市関係）の取扱いについて 

  

(8) 報告第６５号 各種事務事業（各種福祉制度関係）の取扱いについて 

 

(9) 報告第６６号 各種事務事業（学校給食関係）の取扱いについて 

          

 

（３）その他 

 

(1) 第１７回 観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会日程について 

 

４ 閉 会 
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議案第１４号 

 

 

平成１７年度観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会歳入歳出補正予算(第１

号)(案)について 

 

平成１７年度観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会歳入歳出補正予算（第１号）(案)

について、別紙のとおり定める。 

 

 

  平成１７年７月２８日提出 

 

 

 

観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会 

 

会 長  平  野   清 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（案）

－
3
－

観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会補正予算書（第１号）

平成１７年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年７月２８　提　出

議案第14号



－
4
－

第１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１６，９６３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５９，９８９千円とする。

平成１７年度観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会補正予算（第１号）

平成１７年度観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　会     長     　平　　野　　　　清

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年７月２８日　提　出

　



（単位：千円）

補正前の額 補　正　額 計

5 繰　　越　　金 1 16,963 16,964

1 繰　　越　　金 1 16,963 16,964

43,026 16,963 59,989

（単位：千円）

補正前の額 補　正　額 計

1 運　　営　　費 1 16,963 16,964

3 諸　　　　　費 1 16,963 16,964

43,026 16,963 59,989

－
5
－

歳　　 出　 　合 　　計

第１表　歳入歳出予算補正

歳　　入  

款 項

款 項

歳　　出

歳　 　入　 　合　 　計



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

金　額

－
6
－

計

（款）５　繰 越 金

目 補正前の額

歳入歳出事項別明細書

歳　　　　入

説　　　　　　　明補正額

（項）１　繰 越 金

計

繰 越 金

区　　分

節

繰越金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,9631 繰 越 金 1 16,963116,963 16,964

16,9631 16,963 16,964



国県支出金 その他

16,9631 16,963 16,964

1 諸　　費 1 16,963

目 計補正前の額 補正額 説　　　　　　　明

歳　　　　出

補正額の財源内訳 節

（款）１　運 営 費

16,963

特 定 財 源
一般財源 区　　分

市町還付金(均等割50%、人口割50%)16,963 23

－
7
－

（項）３　諸　　費 　　　　　　　　　　　（単位：千円）

計

16,964
償還金，利子
及び割引料

金　額

16,963
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報告第５８号 

 

 

   新市の市章マニュアル作成業務委託契約の締結について 

    

 新市の市章マニュアル作成業務委託の締結について、別紙のとおり報告する。 

 

 

  平成１７年７月２８日提出 

 

 

 

観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会 

                        会 長  平  野   清 
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新市の市章マニュアル作成業務委託契約の締結について 

 

 

１ 契 約の目的    新市の市章は、新しい「観音寺市」の思いや将来像である「海・

山・川 そして人が織りなす『新・田園都市』 ～豊かさとやす

らぎがあふれる協働のまち・かんおんじ～」のイメージを新市の

内外に広く伝えていく大変重要なものである。よって、市章デザ

インの目的やデザイン要素、デザインの展開の在り方、使い方の

ルールを定め、有効に活用していくことを目的とする。 

 

２ 契 約の方法   随意契約 

 

３ 契 約 日   平成１７年６月１日 

 

４ 委 託 期 間   平成１７年６月１日～平成１７年８月３１日 

 

５ 契 約 金 額   １，００８，０００円 

           （うち消費税及び地方消費税 ４８，０００円） 

 

６ 契約の相手方   住 所  観音寺市流岡町７９番地 

           氏 名  有限会社 ヴォックス 

代表取締役 大 西 洋 三 

 

７ 業 務の内容 

   新市の市章マニュアル作成業務 

(1) デザインの基本要素 

(2) 市章の作図法 

(3) 表示色 

(4) 文字との組合せ 

(5) 展開例     等 
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報告第５９号 

 

 

   手数料の取扱いについて 

 

 手数料の取扱いについて、別紙のとおり報告する。 

 

 

  平成１７年７月２８日提出 

 

 

 

観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会 

会 長  平  野   清 

 

 

 



　租税公課に関する証明 1通につき 350円 1件につき 300円 1件につき 300円 1通につき 350円

　土地及び建物についての証明 1件につき 350円 1件につき 300円 1件につき 350円

　営業に関する証明 1通につき 350円 1件につき 300円 1件につき 300円 1通につき 350円

　公簿、公文書等の謄・抄本及び図面の写し 1枚につき 350円 1通につき 300円 1枚につき 350円

　公簿、公文書、図面の閲覧 1回につき 300円 1件につき 300円 1件につき 300円 1回につき 300円

　住宅用家屋証明申請 1件につき 1,300円 1件につき 1,300円 1件につき 1,300円 1件につき 1,300円

　身分に関する証明 1通につき 350円 1件につき 300円 1件につき 300円 1通につき 350円

　印鑑登録証の交付 1件につき 350円 1件につき 300円 1件につき 300円 1件につき 350円

　印鑑に関する証明 1通につき 350円 1通につき 300円 1件につき 300円 1通につき 350円

　住民基本台帳に関する証明 1件につき 350円 1件につき 300円 1件につき 300円 1件につき 350円

　外国人登録に関する証明 1通につき 300円 1件につき 350円

　その他事実に関する証明 1件につき 350円 1件につき 300円 1件につき 350円

　住民基本台帳の閲覧 1件につき 350円 1件につき 300円 1件につき 300円 1件につき 350円

　住民基本台帳カード交付 1件につき 500円 1件につき 500円 1件につき 500円 1件につき 500円

　公的個人認証サービスに係る電子証明書発行 1件につき 500円 1件につき 500円 1件につき 500円 1件につき 500円

戸籍の謄抄本又は戸籍の全部若しくは一部の記
録事項証明の交付

1通につき 450円 1通につき 450円 1通につき 450円 1通につき 450円

除かれた戸籍の謄抄本又は除かれた戸籍の全部
若しくは一部の記録事項証明の交付

1通につき 750円 1通につき 750円 1通につき 750円 1通につき 750円

　戸籍に記載した事項に関する証明 1件につき 350円 1件につき 350円 1件につき 350円 1件につき 350円

　除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 1件につき 450円 1件につき 450円 1件につき 450円 1件につき 450円

届出若しくは申請の受理の証明又は戸籍法第48
条第2項（同法第117条において準用するする場合
を含む。）の書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき 350円 1通につき 350円 1通につき 350円 1通につき 350円

調整結果

金　　額金　　額金　　額

豊 浜 町観音寺市 大野原町

－
1
1
－

【手数料一覧】

種　　　　　　　別
金　　額



結婚、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届
出の受理について、請求により法務省令で定める
様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付

1通につき 1,400円 1通につき 1,400円 1通につき 1,400円 1通につき 1,400円

戸籍法第48条第2項（同法第117条において準用
する場合を含む。）の書類の閲覧

 書類1件につき 350円 1件につき 350円 1件につき 350円  書類1件につき 350円

　臨時運行許可申請に対する審査 1両につき 750円 1両につき 750円 1両につき 750円 1両につき 750円

　公共下水道排水設備指定工事店の登録 1件につき 3,000円 1件につき 3,000円

　畜犬登録 1頭につき 3,000円 1頭につき 3,000円 1頭につき 3,000円 1頭につき 3,000円

　狂犬病予防注射 1頭につき 2,300円 1頭につき 2,300円 1頭につき 2,300円 1頭につき 2,300円

　狂犬病予防注射済票交付 1頭につき 550円 1件につき 550円 1件につき 550円 1頭につき 550円

　畜犬の鑑札の再交付 1頭につき 1,600円 1件につき 1,600円 1件につき 1,600円 1頭につき 1,600円

　狂犬病予防注射済票再交付 1頭につき 340円 1件につき 340円 1件につき 340円 1頭につき 340円

　船員法第19条の報告書の証明 1通につき 2,600円 1通につき 2,600円

雇入契約のない船長の就職又は退職並びにその
乗り組む船舶の名称、総トン数及び航行区域若し
くは従業制限又はこれらの変更の証明

1件につき 870円 1件につき 870円

　船員手帳の記載事項の証明 1件につき 870円 1件につき 870円

船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の交
付又は書換え

1件につき 1,900円 1件につき 1,950円

船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の訂
正

1件につき 430円 1件につき 430円

　優良住宅新築認定申請 1件につき 1件につき 1件につき

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下
のときは

6,200円 6,200円 6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下の
ときは

8,600円 8,600円 8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下
のときは

13,000円 13,000円 13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以
下のときは

35,000円 35,000円 35,000円

　10,000平方メートルを超えるときは 43,000円 43,000円 43,000円

調整結果

金　　額金　　額金　　額

豊 浜 町観音寺市 大野原町

－
1
2
－

【手数料一覧】

種　　　　　　　別
金　　額



　良質住宅新築認定申請 1件につき 1件につき 1件につき

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下
のときは

6,200円 6,200円 6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下の
ときは

8,600円 8,600円 8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下
のときは

13,000円 13,000円 13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以
下のときは

35,000円 35,000円 35,000円

　10,000平方メートルを超えるときは 43,000円 43,000円 43,000円

　優良宅地造成認定申請 1件につき 86,000円 1件につき 86,000円 1件につき 86,000円

　鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 1件につき 3,400円 1件につき 3,400円 1件につき 3,400円 1件につき 3,400円

調整結果

金　　額金　　額金　　額

豊 浜 町観音寺市 大野原町

－
1
3
－

【手数料一覧】

種　　　　　　　別
金　　額
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報告第６０号 

 

 

   消防団・海防団の取扱いについて 

 

 消防団・海防団の取扱いについて、別紙のとおり報告する。 

 

 

  平成１７年７月２８日提出 

 

 

 

観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会 

会 長  平  野   清 

 

 

 



【調整方針】

　消防団

　　1市2町の消防団については、合併時に統合し、消防団員の定員、任免、給与、服務等は合併時までに調整する。

【調整結果】

(１)組織・任用等

調整結果
観音寺市消防団

全域

23分団

条例定数 現団員数 条例定数 現団員数 条例定数 現団員数 条例定数

1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - 2

4 4 2 2 2 2 8

- - 1 1 - - 1

11 10 8 8 4 4 22

10 10 8 8 4 4 22

31 29 9 9 5 5 43

53 51 33 33 26 26 110

260 260 143 143 123 122 526

370 365 205 205 165 164 735

団長～班長　　3年

(1)本市に居住する年齢満18歳以上60歳
未満であること。ただし、団長、副団長等
にして特に必要あるときは、この限りでな
い。

(2)志操堅固で、かつ身体強健な者。

団長～班長　　2年 団長～副分団長　　4年 団長～班長　　3年

(1)本市に居住する年齢満18歳以上50歳
未満であること。ただし、団長、副団長等
にして特に必要あるときは、この限りでな
い。

(2)志操堅固で、かつ身体強健な者。

(1)本町及び観音寺市、豊浜町に居住する
者。

(2)年齢満18歳以上55歳未満であるもの。
ただし、団長、副団長、分団長、副分団長
についてはこの限りでない。

(3)志操堅固、身体強健であってその職務
の遂行に支障なき者。

区域内の住民で次に掲げる者。
　
(1)年令18歳以上の者
　
(2)身体強健で素行善良な者

団長等の任期

組  織

分 団 数

団 長

副 団 長

統 括 副 団 長

分 団 長

副 分 団 長

団 員

計

9分団 5分団

団 員 数

消 防 団 の 区 域 全域 全域 全域

11分団

大野原町 豊浜町

消 防 団 の 名 称 観音寺市消防団 大野原町消防団 豊浜町消防団

－
1
5
－

報 告 第 6 0 号 　消防団・海防団の取扱いについて

観音寺市

部 長

班 長

指 導 部 長

任用
団員等の任用



(2)報酬・費用弁償等 （単位：円）

運転手 44,000
火 2,500
水 2,400

１回につき 2,200 １回につき 2,100 １回につき １回につき 2,300

2,600

2,300

１回につき

１回につき

44,000

40,000

33,000

統 括 副 団 長 - - -

40,000

団 員 28,000

180,000

120,000

90,000

60,000

160,000

90,000

報 告 第 6 0 号 　消防団・海防団の取扱いについて

条例なし

被服等の
貸与

全 団 員 対 象

制 服 １
靴 １
略 帽 １
作 業 衣 １

制 服 １
靴 １
略 帽 １
作 業 衣 １

制 服 １
靴 １
略 帽 １
作 業 衣 １

制 服 １
靴 １
略 帽 １
作 業 衣 １

消防賞じゅつ金・殉職者特別賞じゅつ金

条例なし 条例なし 条例なし

職員の旅費に関する条例による。

香川県市町総合事務組合消防団
員退職報奨金支給条例による

退 職 報 償

香川県市町総合事務組合消防団
員退職報奨金支給条例による

香川県市町総合事務組合消防団
員退職報奨金支給条例による

香川県市町総合事務組合消防団
員退職報奨金支給条例による

旅 費
職員の旅費に関する条例による。 団長は議会議員、それ以外は町

職員の条例に準ずる。
町職員旅費支給条例の定めるとこ
ろによる。

分団運営費
本部　220,000/年
分団　170,000/年

分団運営費
　　　　　　　　80,000/年
車両整備費
　　　　　　　　80,000/年

団員訓練手当
　　　　　　　　13,000/年
分団運営費
　　　　　　　120,000/年
機関員訓練手当
　　　　　　　　26,000/年

分団運営費
   本部　470,000/年
   分団　250,000/年

2,100 １回につき 2,100

訓 練 2,500

警 戒 １回につき 2,200 １回につき

そ の 他

費用弁償

水 ・ 火 災 １回につき 2,200 １回につき 2,600 １回につき

そ の 他

33,000 33,000

61,000

部 長 42,000 45,000 44,000

90,000

179,000

副 団 長 128,000 113,000

- 86,000 -指 導 部 長

調整結果

報 酬

団 長 172,000 184,000

副 分 団 長 57,000 63,000

班 長 37,000

－
1
6
－

観音寺市 大野原町 豊 浜 町

41,000

108,000

分 団 長 90,000 86,000
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報告第６１号 

 

 

   各種事務事業（コミュニティ関係）の取扱いについて 

 

 各種事務事業（コミュニティ関係）の取扱いについて、別紙のとおり報告する。 

 

 

  平成１７年７月２８日提出 

 

 

 

観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会 

会 長  平  野   清 

 

 

 



　自治会組織 １．組織
　　 ・単位自治会 　　… ２６６自治会

・地区連合自治会 … ２３地区
（大野原町、豊浜町については、
　支所で事務を取り扱う

・自治会協議会役員（３１名）

２．連合組織
名称 　観音寺市自治会協議会
役員 … 会長 １名
　　　　副会長２名
　　　　監事 ２名
　　　　会計 １名
　　　　書記 ２名

４．活動内容
①町内の環境整備
②町内の福利厚生
③町内の保健福祉
④町内の社会福祉活動
⑤町内住民相互の連絡
⑥回覧物の回覧
⑦その他

５．香川県連合自治会
   あらためて新観音寺市として加入する。

６．事業内容
①自治会総会
②観音寺市自治会協議会
③視察研修旅行
④香川県連合自治会表彰総会
⑤香川県市町連合自治会長及び担当者会
⑥市長との対話

　　各種事務事業　（コミュニティ関係）の取扱いについて 分科会名

調整方針

豊　　　　浜　　　　町 調整結果

連合組織については、統合できるよう調整に努める。

広聴広報分科会合併協定項目番号 ２３－２

－
1
8
－

１．組織
　各町ごとの単位自治会、その上に各小学校区に地区
　連合自治会、地区連合会会長及び副会長が観音寺市
　自治会協議会を組織。
　単位自治会（138自治会）
　　　　　　↓
　地区連合自治会（11地区）
　　　　　　↓
　観音寺市自治会協議会（23名）

２．連合組織
　①名称ー観音寺市自治会協議会
　② 役員ー　　会　長1名
　　　　　　 　 　副会長2名
　　　　　  　　　　 幹事2名
　　　　　  　 総務部長1名
　　　　　  　 業務部長１名

３．単位組織
　①自治会加入率　７２．７％
　②加入世帯数　11,５５４世帯

４．活動内容
　①町内の環境整備
　②町内の福利厚生
　③町内の保健福祉
　④町内の社会福祉活動
　⑤町内住民相互の連絡
　⑥回覧物の回覧
　⑦その他

５．香川県連合自治会
　　会費分担金　75，900円
　　（＝均等割り3万円＋世帯割45，900円）

６．事業内容
　①自治会総会
　②観音寺市自治会協議会
　③視察研修旅行
　④香川県連合自治会表彰総会
　⑤香川県市町連合自治会長及び担当者会
　⑥市長との対話
　

１．組織
　単位自治会（９９自治会）及びその代表者（８名）に
　よる連合自治会

２．連合組織
　①名称：大野原町連合自治会長会
　②役員：会長１名
　　　　　　副会長１名

３．単位組織
　①自治会加入率：９２．６％
　②加入世帯数：３，３４０世帯

４．活動内容
　①自治会内の環境整備
  ②自治会内の福利厚生
　③自治会内の社会福祉活動
　④自治会内の住民相互の連絡
　⑤行政と住民の連絡調整
　⑥回覧物の回覧
　⑦その他

５．香川県連合自治会
　町負担金　４０，６００円（総務費、一般管理費）

６．事業内容
　①自治会長会（年間２回）
　②連合自治会長会（年間２回）
　③香川県連合自治会表彰総会
　④香川県市町連合自治会長及び担当者会

１.組織
各自治会毎に結成している。現在は２９自治会ある。

２．連合組織
①豊浜町自治会協議会
②役員ー会長１名
　　　　　副会長２名
　　　　　監事２名
　　　　　会計１名
　　　　　書記２名

３．単位組織
①自治会加入率　　　９１．６％
②加入世帯　　　２，７５３世帯

４．活動内容
①各種団体との連絡調整
②自治活動の推進
③回覧物の回覧
④その他

５．香川県連合自治会
会費分担金（=均等割30,000円＋世帯割8,763円）

６．事業内容
①自治会長会（年間５回）
②香川県連合自治会表彰総会
③香川県市町連合自治会長及び担当者会

企画部会

　観　　音　　寺　　市 大　　野　　原　　町項　　目

専門部会名合併協定項目名
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報告第６２号 

 

 

   各種事務事業（人権擁護関係）の取扱いについて 

 

 各種事務事業（人権擁護関係）の取扱いについて、別紙のとおり報告する。 

 

 

  平成１７年７月２８日提出 

 

 

 

観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会 

会 長  平  野   清 

 

 

 



 人権擁護審議会並び「人権教育のための国連１０年」行動計画等人権啓発活動事務については、合併時に再編統一する。

２．【「人権教育のための国連10年」行動計画】

失効

３．【観音寺市人権教育・啓発推進本部】

組織構成 ５４名
本部長 市長
副本部長 助役・収入役・教育長
本部員 部長等 １１名
幹事 課長等 ４１名

所掌事務
・ 基本計画の策定
・
・ その他目的達成について必要な事項

４．【観音寺市人権政策推進本部】

組織構成 ５３名
本部長 助役
副本部長 収入役・教育長
本部員 部長等 １１名
幹事 課長等 ４１名

所掌事務
・ 人権施策の基本的総合計画の策定
・ 人権施策の総合調整及び推進
・ その他人権政策の目的達成のための必要な事項

 1. 【人権擁護審議会設置事業】

  あらゆる差別をなくし、人権擁護を図るための重要事項
を調査、審議する。
　ア　審議会の開催　　必要の都度開催
　イ　組織構成・・・委員２０人以内
　　　次の者から市長が委嘱または任命
　　　(1) 人権擁護に関し識見を有する者
　　　(2) 市議会の議員
　　　(3) 市の職員
　ウ　任期・・・２年
＜観音寺市人権擁護に関する条例＞
＜観音寺市人権擁護審議会に関する規則＞

平成16年12月31日

調 整 結 果

　あらゆる人権課題の解決に向けて、「観音寺市人権教
育・啓発に関する基本計画」の策定並びに総合的かつ
効果的な推進を図る。

人権教育・啓発に関する諸施策の総合調整及び推進

　人権課題の解決に向けて、人権政策を円滑かつ積極
的に推進するため設置

５．【同和対策推進書の活用】
　平成１３～１７年度にわたる第四次総合計画のうち同和
対策、同和教育について現状を認識し、期間中に講ず
べき項目を掲げたものである。この推進書にもとづき同
和行政を推進している。

（部長２名含む）

（部長２名含む）

　イ　所掌事務
　　・同和対策の総合振興計画策定に関すること。
　　・同和対策の総合調整に関すること。
　　・その他同和対策の推進のための必要事項に関する
     こと。
＜観音寺市同和対策本部設置要綱＞

　イ　所掌事務
　　・同和対策の総合振興計画策定に関すること。
　　・同和対策の総合調整に関すること。
　　・その他同和対策の推進のための必要事項に関する
     こと。

4.【同和対策推進書の活用】
　平成１３～１７年度にわたる第四次総合計画のうち同和
対策、同和教育について現状を認識し、期間中に講ず
べき項目を掲げたものである。この推進書にもとづき同
和行政を推進している。

4.【大野原町同和対策総合計画の活用】
　「大野原町人権擁護に関する条例」を具体化するため
の基本計画である。

調　整　方　針

協定項目番号 ２３ー４

1.【人権擁護審議会設置事業】

　あらゆる差別をなくし、人権擁護を図るための重要事項
を調査、審議する。
　ア　審議会の開催　　必要の都度開催
　イ　組織構成・・・委員1０人以内
　　　次の者から町長が委嘱または任命
　　　(1) 部落差別及び人権擁護に関し識見を有する者
　　　(2) 町議会の議員
　　　(3) 町の職員
　ウ　任期・・・２年
＜大野原町人権擁護に関する条例＞
＜大野原町人権擁護審議会に関する規則＞

担 当 部 会 名各種事務事業(人権擁護関係)の取扱い合 併 協 定 項 目 人権分科会担 当 分 科 会 名住民部会

豊 浜 町

　2.【「人権教育のための国連１０年」大野原町行動計
画】
　町民の人権意識の高揚を一層図り、人権教育・啓発を
総合的かつ効果的に推進し、人権尊重社会の実現に努
める。
　また、「大野原町人権教育のための国連１０年推進本
部」を設置し、全町あげての取り組みを行っている。

　ア　組織構成・・・24名
　　　本部長　　　町長
　　　副本部長　 参事　教育長
　　　本部員　　　各課課長　団体長等
　
＜大野原町人権教育のための国連１０年推進本部設置
要綱＞

2.【「人権教育のための国連10年」豊浜町行動計画】
　町民の人権意識の高揚を一層図り、人権教育･啓発を
総合的かつ効果的に推進し、人権尊重社会の実現に努
める。
　また、「豊浜町人権教育のための国連10年推進本部」
を設置し、全庁あげての取組みを行っている。

　ア　組織構成・・・15名
　　　　　本部長　　　町長
　　　　　副本部長　 助役
　　　　　本部員　　　各課課長　団体長等

<豊浜町人権教育のための国連10年推進本部設置
要綱>

大 野 原 町
1.【人権擁護審議会設置事業】

　あらゆる差別をなくし、人権擁護を図るための重要事項
を調査、審議する。
　ア　審議会の開催　　必要の都度開催
　イ　組織構成・・・委員１０人以内
　　　次の者から町長が委嘱
　　　(1) 人権擁護に関し識見を有する者
　　　(2) 町議会の議員
　　　(3) 町の職員
　ウ　任期・・・２年（再任は妨げない。）
＜豊浜町人権擁護に関する条例＞
＜豊浜町人権擁護審議会に関する規則＞

事 務 事 業 名 観 音 寺 市
人権啓発活動事務 1.【人権擁護審議会設置事業】

　あらゆる差別をなくし、人権擁護を図るための重要事項
を調査、審議する。
　ア　審議会の開催　　必要の都度開催
　イ　組織構成・・・委員２０人以内
　　　次の者から市長が委嘱または任命
　　　(1) 人権擁護に関し識見を有する者
　　　(2) 市議会の議員
　　　(3) 市の職員
　ウ　任期・・・２年
＜観音寺市人権擁護に関する条例＞
＜観音寺市人権擁護審議会に関する規則＞

2.　【「人権教育のための国連１０年」観音寺行動計画】
　市民の人権意識の高揚を一層図り、人権教育・啓発を
総合的かつ効果的に推進し、人権尊重社会の実現に努
める。
　また、「観音寺市人権教育のための国連１０年推進本
部」を設置し、全庁あげての取り組みを行っている。

　ア　組織構成・・・２６名
　　　本部長　　　市長
　　　副本部長　　助役　収入役　教育長
　　　本部員　　　各課かい長２２名
　　　　　　　　　　　　（一部の者を除く。）
＜観音寺市人権教育のための国連１０年推進本部設置
要綱＞

3.【同和対策本部】
　同和対策を円滑かつ積極的に推進するための組織と
して設置。
　ア　組織構成・・・２５名
　　　本部長　　　助役
　　　副本部長　　収入役　教育長
　　　本部員　　　各課長２２名
　　　　　　　　　　　　（一部の者を除く。）

3.【同和対策本部】
　同和対策を円滑かつ積極的に推進するための組織と
して設置。
　ア　組織構成・・・１１名
　　　本部長　　　参事
　　　副本部長　　収入役・教育長
　　　本部員　　　関係課課長等

－
2
0
－



1　人権擁護審議会並びに「人権教育のための国連１０年」行動計画等人権啓発活動事務については、合併時に再編統一する。

６．【啓発事業の状況】
調 整 結 果

人権啓発活動事務

担 当 部 会 名

5.【啓発事業の状況】
　同和問題に対する市民の理解、認識を深め同和問題
の解決に向けて市民に対して啓発活動を続け差別、偏
見のない人権尊重社会を創る。
　また、各種団体、企業等への啓発活動なども行うととも
に、市民の人権意識の高揚を図るためあらゆる機会を通
して啓発活動を行う。

調　整　方　針　(案)

事 務 事 業 名

協定項目番号

③．職員啓発
　市民の先頭に立つべき職員の意識改革を図る。
　・各種研修会等への積極的参加
　・職員意識調査の実施
　・庁内LANを活用した人権啓発
　・人権ステッカーの掲示促進

③.　職員啓発
　町民の先頭に立つべき職員の意識改革を図る。
　・各種研修会等への積極的参加
　・庁内ＬＡＮを活用した人権啓発
　・人権ステッカーの掲示促進

担 当 分 科 会 名

観 音 寺 市 大 野 原 町

①．市民啓発
　・市広報紙　　毎月掲載
　・人権講演会（１２月開催）
　・リーフレット作成・配布
　・イベントを利用した啓発
　　　銭形まつり
　　　福祉まつり　　人権コーナー設置
　　　　　（人権に関するアンケート調査実施）
　　　人権フェスタへの市民参加
　・CATVを活用した啓発
　　　人権ビデオの上映

②．企業啓発
　公正な採用選考を目的として啓発するとともに、企業内
研修での人権啓発を促す。
　・人権啓発ビデオ一覧の配布（４月）
　・人権啓発ビデオの貸し出し

5.【啓発事業の状況】
　同和問題に対する町民の理解、認識を深め同和問題
の解決に向けて町民に対して啓発活動を続け差別、偏
見のない人権尊重社会を創る。
　また、各種団体、企業等への啓発活動なども行うととも
に、町民の人権意識の高揚を図るためあらゆる機会を通
して啓発活動を行う。

①．町民啓発
　・町広報紙　年２回掲載（８月・１２月）
　・人権講演会（１２月開催）
　・リーフレット作成・配布
　・人権啓発推進作品募集
　
　
　　　　　（人権に関するアンケート調査実施）
　　　人権フェスタへの町民参加

豊 浜 町

住民部会 人権分科会２３ー４ 合 併 協 定 項 目 各種事務事業(人権擁護関係)の取扱い

－
2
1
－

5.【啓発事業の状況】
　町民の人権意識の普及、高揚を目的とし、あらゆる差
別・偏見のない人権尊重社会を構築する。

①．市民啓発
　・市広報紙　　毎月掲載
　・人権講演会（１２月開催）
　・リーフレット作成・配布
　・イベントを利用した啓発
　　　　人権コーナー設置
　　　　　（人権に関するアンケート調査実施）

　　　人権フェスタへの市民参加
　・CATVを活用した啓発
　　　人権ビデオの上映

②．企業啓発
　公正な採用選考を目的として啓発するとともに、企業内
研修での人権啓発を促す。
　・人権啓発ビデオ一覧の配布（４月）
　・人権啓発ビデオの貸し出し

③.　職員啓発
　町民の先頭に立つべき職員の意識改革を図る。
　・各種研修会等への積極的参加
　・庁内ＬＡＮを活用した人権啓発
　・人権ステッカーの掲示促進

②．企業啓発
　公正な採用選考を目的として啓発するとともに、企業内
研修での人権啓発を促す。

③．職員啓発
　市民の先頭に立つべき職員の意識改革を図る。
　・各種研修会等への積極的参加
　・職員意識調査の実施
　・庁内LANを活用した人権啓発
　・人権ステッカーの掲示促進

②　企業啓発
　公正な採用選考を目的として啓発するとともに、講演会
などへの積極参加を呼びかける。

①　町民啓発
　　町広報誌　　毎月掲載
　　人権講演会　（８月、12月に開催）
　　標語入り啓発物品の配布
　　イベント時のアンケート調査

　　人権フェスタへの参加



－22－ 

 

報告第６３号 

 

 

   各種事務事業（交通関係）の取扱いについて 

 

 各種事務事業（交通関係）の取扱いについて、別紙のとおり報告する。 

 

 

  平成１７年７月２８日提出 

 

 

 

観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会 

会 長  平  野   清 

 

 

 



　各種事務事業（交通関係）の取扱い

・交通安全計画の策定 ・交通安全計画の策定 ・交通安全計画の策定 　【調整方針】

　　観音寺市交通安全計画を作成するため、観音寺市 　　大野原町交通安全計画を作成するため、大野原町 　　豊浜町交通安全計画を作成するため、豊浜町

　　交通安全会議を開催する。交通安全対策基本法第 　　交通安全会議を開催する。交通安全対策基本法第 　　交通安全会議を開催する。交通安全対策基本 　　　交通安全対策会議については、合併時に再編調整

　　26条により、作成して交通安全計画を県知事に報 　　26条により、作成して交通安全計画を県知事に報 　　法第26条により、作成して交通安全計画を県 　　　する。

　　告する。 　　告する。 　　知事に報告する。

　【調整結果】

・交通安全計画の策定状況 ・交通安全計画の策定状況 ・交通安全計画の策定状況

　　現在、第7次(平成13年度から平成17年度までの5 　　現在、第7次(平成13年度から平成17年度までの5 　　現在、第7次(平成13年度から平成17年度までの 　　交通安全対策会議

　　ヵ年間)観音寺市交通安全計画を策定している。 　　ヵ年間)大野原町交通安全計画を策定している。 　　5ヵ年間)豊浜町交通安全計画を策定している。 　　　委員数　　15人以内

　　　構成委員　　　

 ・交通安全対策会議  ・交通安全対策会議  ・交通安全対策会議 　　　　会長　　市長

　　　委員数　　15人以内 　　　　委員

　　　構成委員　　　 　　　条例なし 　　　条例なし 　　　　　・国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が

　　　　会長　　市長 　　　　　　任命する者

　　　　委員 　　　　　・香川県の部内の職員のうちから市長が任命する者

　　　　　・国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が 　　　　　・香川県警察の警察官のうちから市長が任命する者

　　　　　　任命する者 　　　　　・市長がその部内のうちから指名する者

　　　　　・香川県の部内の職員のうちから市長が任命する者 　　　　　・教育長

　　　　　・香川県警察の警察官のうちから市長が任命する者 　　　　　・消防長

　　　　　・市長がその部内のうちから指名する者 　　　　　及び以下の特別委員を置くことができる

　　　　　・教育長 　　　　　・四国旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他の

　　　　　・消防長 　　　　　　陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員

　　　　　及び以下の特別委員を置くことができる 　　　　　　のうちから市長が任命する者

　　　　　・四国旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他の

　　　　　　陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員

　　　　　　のうちから市長が任命する者

・意識啓発活動の実施状況 ・意識啓発活動の実施状況 ・意識啓発活動の実施状況 　【調整方針】

　　交通事故防止の推進を図るため、観音寺市交通 　　交通事故防止の推進を図るため、交通キャンペ 　　交通事故防止の推進を図るため、町対策協議会

　　対策協議会に助成する。 　　ーンの実施、町内小学校への横断旗・自治班旗 　　が主体となり街頭キャンペーン等を実施する。 　　　交通安全指導については、合併時に再編調整する。

　　の配布、足型用ペンキの配布を行う。

　【調整結果】

・交通安全指導の状況（指導員の状況等） ・交通安全指導の状況（指導員の状況等） ・交通安全指導の状況（指導員の状況等）

　　交通指導員10人 　　交通指導員5人 　　交通指導員7人 　　　意識啓発活動

　　 交通事故防止の推進を図るため、観音寺市交通

　　 対策協議会に助成する。

　　　交通指導員

　　　　人数　　　30人以内

　　　　任期　　　2年（ただし再任可）

　　　　定年制　　75歳

　　(ただし、任期、定年制については、平成19年4月1日

　　 より導入する）

観　　音　　寺　　市 大　　野　　原　　町 豊　　　　浜　　　　町 調 整 結 果

報 告 第 6 3 号
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交通安全対策会議

－
2
3
－

交通安全指導



　各種事務事業（交通関係）の取扱い

・交通安全施設整備 ・交通安全施設整備 ・交通安全施設整備 　【調整方針】

　　市道部会について危険箇所並びに交通事故多発 　　自治会等より依頼を受け、危険箇所並びに交通 　　危険箇所並びに交通事故多発地点等に、新たに 　　　交通安全施設については、合併時に再編調整する。

　　地点等に、防護柵・反射鏡等を設置して交通事 　　事故多発地点等に、防護柵・反射鏡等を設置し 　　必要とみなされる箇所へ防護柵・反射鏡等を設

　　故の防止を図る。 　　て交通事故の防止を図る。 　　置して交通事故の防止を図る。 　【調整結果】

　・交通安全施設整備

・交通安全施設修繕 ・交通安全施設修繕 ・交通安全施設修繕 　　危険箇所並びに交通事故多発地点等に、新た

　　老朽化、または破損した反射鏡・防護柵等を修 　　老朽化、または破損した反射鏡・防護柵等を修 　　老朽化、または破損した反射鏡・防護柵等を修 　　に必要とみなされる箇所へ防護柵・反射鏡等

　　繕し、交通事故防止を図る。 　　繕し、交通事故防止を図る。 　　繕し、交通事故防止を図る。 　　を設置して交通事故の防止を図る。

・実施担当 ・実施担当 ・実施担当 ・交通安全施設修繕

　　施工箇所の決定は建設課と市民課による協議に 　　総務企画課が実施。 　　総務課が実施。 　　老朽化、または破損した反射鏡・防護柵等を修

　　て行い、設計・契約については建設課が、支払 　　繕し、交通事故防止を図る。

　　行為は市民課が行っている。

・実施担当

　　市民課により施工箇所の決定を行い、設計・

　　契約については建設課が、支払行為は市民

　　課が行う。

・支給要件 ・支給要件 ・支給要件 　【調整方針】

　　新入学・入園の幼児・児童等を対象に、観音寺 　　新入学・入園の幼児・児童等を対象に、観音寺 　　新入学・入園の幼児・児童等を対象に、観音寺 　　　交通安全用具の支給については、合併時に再編調整

　　地区交通対策連絡協議会等で購入した交通安全 　　地区交通対策連絡協議会等で購入した交通安全 　　地区交通対策連絡協議会等で購入した交通安全 　　　する。

　　啓発用品を配布。 　　啓発用品を配布。 　　啓発用品を配布。

　【調整結果】

　　新入学・入園の幼児・児童等を対象に、観音寺

　　地区交通対策連絡協議会等で購入した交通安全

　　啓発用品を配布。

・支給要件 ・支給要件 　【調整方針】

　　大野原町に住所を有する満6歳未満の幼児のいる 　　豊浜町に住所を有する満6歳未満の幼児のいる世 　　　チャイルドシート事業については、合併時に再編調整

　　世帯に対して、チャイルドシートを購入した場合 　　帯で、かつ平成12年4月1日以降の出生児に対して 　　　する。

　　に支給。 　　助成。

　【調整結果】

・支給額 ・支給額 　　支給要件

　　対象幼児1人につき、1基あたり1万円を上限に 　　対象乳児1人に対し、一回限り1万円（購入に要し 　　　観音寺市に住所を有する満6歳未満の幼児

　　購入金額の2分の1を助成。 　　た経費が1万円に満たない場合は、その購入に要 　　　のいる世帯に対して、チャイルドシートを

　　した経費）を助成。 　　　購入した場合に支給。

　　　　　（ただし、支給は対象幼児1人につき1回限り ）

　　支給額

　　　　　対象幼児1人につき、チャイルドシート1基あたり

　　　　　1万円を上限に、購入金額の2分の1を助成。

観　　音　　寺　　市 大　　野　　原　　町 豊　　　　浜　　　　町 調 整 結 果

－

支給

交通安全施設
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交通安全用具の
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報告第６４号 

 

 

   各種事務事業（国際交流・友好都市関係）の取扱いについて 

 

 各種事務事業（国際交流・友好都市関係）の取扱いについて、別紙のとおり報告す

る。 

 

 

  平成１７年７月２８日提出 

 

 

 

観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会 

会 長  平  野   清 

 

 

 



－
2
6
－

報告第 ６４ 号

調 整 方 針

大　　野　　原　　町
国 際 交 流 協 会

観　　音　　寺　　市事 務 事 業 名

１　国際交流
　　姉妹都市・友好都市交流については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、その他の事業については、合併時に再編統一できるよう調整する。
２　友好都市
　　国内の姉妹都市については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において検討する。

企 画 分 科 会担 当 分 科 会 名企 画 部 会担 当 部 会 名各種事務事業(国際交流・友好都市関係)の取扱い

調　　　整　　　結　　　果　　　

新市において、統合できるよう調整に努める。

豊　　　　浜　　　　町
観音寺市国際交流協会
　　　平成１０年６月６日会則施行
(1)目的　　協会は、地域住民の国際交流、国際親善についての理
    解と関心を高め､地域住民による諸外国との幅広い国際交流活
    動を推進することにより、国際意識の高揚並びに諸外国との相
    互理解と友好親善の増進を図り、もって人づくり並びに地域づく
    りと国際社会の発展に寄与することを目的とする。

(2)事業内容
  ①国際交流事業の計画及び推進
  ②国際交流に関する知識の啓発及び普及
  ③国際交流に関する相談、調査及び研究
  ④姉妹都市との親善交流の推進
  ⑤国際交流関係団体との連絡調整及び協力
  ⑥その他協会の目的達成に必要な事業

(3)役員
  ①会長　　１名　②副会長　２名
  ③理事（会長、副会長、事務局長及び会計を含む）　２０名以内
                                                                         （現在１８名）
　④監事　２名
  ⑤事務局長　１名
  ⑥会計　１名

(4)観音寺市国際交流協会への補助
　　　　　　　　　　　　　　　　　５５０千円
　　内訳　青少年派遣受入　300千円
　　　　　　その他事業運営　250千円
　
(5)会費
  ①個人　　５千円
  ②法人　１０千円

大野原町国際交流協会
　　　平成１２年１０月６日会則施行
(1)目的　　協会は、町民の国際理解並びに国際親善についての知
    識を深め、諸外国との幅広い交流活動を推進することにより国際
    感覚を養い、人づくり並びに魅力ある町づくりをめざし、国際社会
    の発展に寄与することを目的とする。

(2)事業内容
  ①国際交流事業の計画及び推進
  ②国際交流に関する啓発及び普及
  ③国際交流に関する相談、調査及び研究
  ④国際交流関係団体との連絡調整及び協力
  ⑤国際交流事業の情報・資料の収集
  ⑥その他、協会の目的達成に必要な事業

(3)役員
  ①会　長　　１名　　②副会長　２名
  ③理　事　１０名　　④監　事　２名

(4)大野原町国際交流協会への補助
　　　　　　　　　　　　　　         ３，８００千円
    内訳 中学生海外派遣費用  3,800千円

(5)会費
  ①個人　　１千円
  ②法人　１０千円

(1)女性友好の翼
　　　派遣員の推薦

(2)観音寺市民海外研修費補助金（平成１８年度～）
　　　市民が他の公的機関又はこれに準ずる機関の実施する研修に
    参加する場合、交通費、宿泊費等研修に直接必要な経費の２分
    の１以内の額を、１５０千円を最高限度に補助する。

(3)青少年派遣・受入、中学生海外派遣（国際交流協会への補助）
　　　新市において再編統一する。

新市において改めて加入する。
　(1)（財）香川県国際交流協会
　(2)香川県青年海外協力隊を育てる会
　(3)（財）オイスカ
　(4)香川県日中友好協会
　(5)（財）ラボ国際交流センター（非会員）

各 種 団 体 へ の 協 力 各種団体への協力等
　(1)（財）香川県国際交流協会
　(2)香川県青年海外協力隊を育てる会
　(3)（財）オイスカ
　
　(5)（財）ラボ国際交流センター（非会員）

各種団体への協力等
　(1)（財）香川県国際交流協会
　(2)香川県青年海外協力隊を育てる会
　(3)（財）オイスカ
　(4)香川県日中友好協会

各種団体への協力等
　
  （2）香川県青年海外協力隊を育てる会
　（3）（財）オイスカ

海 外 派 遣 市民の海外派遣
　(1)女性友好の翼
　　　　派遣員の推薦

　(2)女性友好の翼、青少年の海外派遣に報償費からそれぞれ１００
　　千円、１０千円を支出

　

 

 (3)青少年派遣、受入（観音寺市国際交流協会へ300千円）【再掲】

町民の海外派遣
 (1)女性友好の翼
　　　　派遣員の推薦
 
 (2)大野原町民海外研修費補助事業
  ①要綱
  　経費の２分の１以内とし、最高限度額を1５０千円とする。
  ②事業内容
  　町民海外研修補助事業
　 　（女性友好の翼１名）　１００千円
　 　（青年海外派遣事業）１５０千円
 
 (3)中学生海外派遣（大野原町国際交流協会へ3,800千円）【再掲】

町民の海外派遣
　(1)女性友好の翼
　　　　派遣員の推薦
　
　(2)豊浜町まちづくり海外研修助成金交付要綱により助成経費の２
　   分の１以内とし、最高限度額を１５０千円とする。
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報告第６５号 

 

 

   各種事務事業（各種福祉制度関係）の取扱いについて 

 

 各種事務事業（各種福祉制度関係）の取扱いについて、別紙のとおり報告する。 

 

 

  平成１７年７月２８日提出 

 

 

 

観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会 

会 長  平  野   清 

 

 

 



家庭児童相談室 １．相談業務 １．相談業務
　  ①2名の家庭相談員が交替で相談   ①2名の家庭相談員が交替で相談

　 　　②報酬月額 　９５，０００円/名　 　②報酬月額 　９５，０００円/名　

２．関係機関との連携調整 ２．関係機関との連携調整

遺児年金　 1.対象　　　 1.対象 　 1.対象 1.対象 　　
　・現に扶養を受けていた父又は母（養父 母含む） ・大野原町に住所を有し、義務教育終了前の者 　　・町内に住所を有する義務教育終了前の者 ・現に扶養を受けていた父又は母（養父 母含む）
　　が死亡し、又は３年以上生死不明（遺棄含む） 　かつ父母が死亡ないし父又は母を失った者ないし 　　　①父母が死亡した者 　が死亡し、又は３年以上生死不明（遺棄含む）
　　である義務教育終了前の児童 　父母又はその一方が３年以上生死不明 　 　　　②父又は母を失った者 　である義務教育終了前の児童
　・市内に１年以上居住(従って１才未満は資格なし) 　　　③父母又はその一方が３年以上生死不明である者 ・市内に１年以上居住(従って１才未満は資格なし)
    する者    する者
2.年金支給額 　 2.年金支給額 2.年金支給額 2.年金支給額 　
　　１２,０００円／年 　 　１２,０００円／年（遺児一人につき） 　１２,０００円／年 　
　　ただし初回のみ支給事由が生じた月からの 　ただし初回のみ支給事由が生じた月からの
　　月割り支給になる。 　月割り支給になる。

　
3.申請方法 　　　 3.申請方法 3.申請方法 3.申請方法 　　　
　　本人申請（家族）　 ・住民票添付 　 　　保護者が申請を出す 　本人名申請（家族）　

・保護者が申請できる

4.支給方法 　　　 4.支給方法 4.支給方法 4.支給方法 　　　
　　３月口座振替   9月振込 新たに発生又は消滅のときは月割り 　　毎年９月支給 　窓口 　３月に口座振替

保育時間延長事業 1.通常の保育時間 1.通常の保育時間 1.通常の保育時間 1.通常の保育時間
  平日　８時３０分～１６時３０分  平日 ８時３０分～１６時３０分 　平日　８時３０分～１７時００分  平日 ８時３０分～１６時３０分
   　   
2.あずかり保育の時間設定 2.あずかり保育の時間設定 2.あずかり保育の時間設定 2.あずかり保育の時間設定
  平日  ７時３０分～１７時３０分 平日  ７時３０分～１８時００分 　平日　７時３０分～１７時３０分  平日  ７時３０分～１８時００分

　

3.希望保育の時間設定 3.希望保育の時間設定 3.希望保育の時間設定 3.希望保育の時間設定
　土曜　７時３０分～１２時３０分 土曜 ７時３０分～１２時２０分 　土曜　７時３０分～１３時００分 土曜 ７時３０分～１３時００分
   

  
4.延長保育申請方法 4.延長保育申請方法 4.延長保育申請方法 4.延長保育申請方法
  時間外保育申込み 時間外保育申込み 　保護者からの連絡等にて対処  様式を統一
  土曜希望保育申込み 土曜希望保育申込み

5.職員等の体制 5.職員等の体制 5.職員等の体制 5.職員等の体制
  平日　１６時３０分～１７時３０分 平日 １６時３０分～１７時０５分 　普段と同様
  　　　　  ０・１歳児　       　      　２名 　　　０ ・１歳児      　２名内管理職１名 職員の配置体制を決定
            ２・３・４・５歳児　　       ３名      　２・３・４・５歳児 ２名内管理職１名
  平日　　７時３０分～　８時３０分 　　　２名 平日 １７時０５分～１８時００分
  土曜　１１時３０分～１２時３０分　　 　３名 　　　　３名内管理職１名と施設長（又は副所長） ※平成17年度は現行を継続し、統一した制度に
　　　　　　７時３０分～　８時３０分 　　２名 平日 ７時３０分～８時３０分 ついては平成18年度から実施
  　　　　２名内管理職１名
　　　・時差出勤・時間外手当 土曜 ３名内管理職１名と施設長（又は副所長）　
　　　・施設長は時間外手当なし 　　　７時３０分～８時３０分

　　　　２名内施設長（又は副所長）１名
　　 ・施設長（副所長）及び管理職は、超勤手当無し

　　

－
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　各保育所の実績により、

大　　野　　原　　町項　　目

合併協定項目名 　　各種事務事業　（各種福祉制度関係）の取扱いについて

調整方針

豊　　　　浜　　　　町

合併協定項目番号

・家庭児童相談室については、合併時に統一する。

・遺児年金については、合併時に再編統一する。

　　遺児１人につき　　１３,０００円／年

福祉分科会専門部会名 健康福祉部会 分科会名

調整結果

・保育時間延長事業については、合併時に再編統一する。

２３－２２

　観　　音　　寺　　市



合併協定項目名 　　各種事務事業　（各種福祉制度関係）の取扱いについて合併協定項目番号 福祉分科会専門部会名 健康福祉部会 分科会名２３－２２

児童手当 1.対象 1.対象 1.対象 1.対象
　児童を養育している者で、観音寺市において 児童を養育している者で、観音寺市において 　６歳到達後最初の３月３１日までの間にある児童を 児童を養育している者で、観音寺市に
　住民基本台帳に記載されている者。かつ一定の 住民基本台帳に記載されている者。かつ一定の 　養育している方 （ただし、所得額の制限あり） おいて住民基本台帳に記載されている者。
　児童を看護し、かつその児童と一定の生計関係 児童を看護し、かつその児童と一定の生計関係 かつ一定の児童を看護し、かつその児童と
　にあるもの、かつ前年の所得が所得制限限度額 にあるもの、かつ前年の所得が所得制限限度額 一定の生計関係にあるもの、かつ前年の
　未満のもの。 未満のもの。 所得が所得制限限度額未満のもの。

2.手当(支給額) 2.手当(支給額) 2.手当(支給額) 2.手当(支給額)
　　第１子         　5,000円 　第１子          5,000円   第１子            5,000円 　第１子         　5,000円
　　第２子         　5,000円 　第２子         　5,000円 　　 　第２子            5,000円 　第２子         　5,000円
　　第３子以降      10,000円 　第３子以降     10,000円 　第３子以降    　 10,000円 　第３子以降      10,000円

3.申請方法 3.申請方法 3.申請方法 3.申請方法
  児童手当認定請求書の提出による。  児童手当認定請求書の提出による。 　健康福祉課窓口に児童手当認定請求書提出  児童手当認定請求書の提出による。
  出生、転出入の際  出生、転出入の際  出生、転出入の際

4.支給方法 4.支給方法 4.支給方法 4.支給方法
　　年３回 口座振替 　年３回 口座振替   2月・6月・10月にそれぞれ前月分までを 　年３回 口座振替

　届出口座に振込

民生委員推薦会 1.取扱事務 1.取扱事務 1.取扱事務 1.取扱事務
　民生委員法施行令による 民生委員法施行令による 　民生委員法施行令による 民生委員法施行令による

2.民生委員数、主任児童委員数、民生委員1人当たり人口 2.民生委員数、主任児童委員数、民生委員1人当たり人口 2.民生委員数、主任児童委員数、民生委員1人当たり人口 2.委員数
　・民生委員数 　　　　　　　　８０名 ・民生委員数 　　　　　　　　２４名 　・民生委員数 　　　　　　　　１８名 平成19年11月まで現行のとおり
　・主任児童委員数 　　　　　　１９名 ・主任児童委員数 　　　　　　　２名 　・主任児童委員数 　　　　　　　２名
　・民生委員１人あたり人口　　５６５人 ・民生委員１人あたり人口 　５３７人 　・民生委員１人あたり人口 　５３６人

3.委員報酬 3.委員報酬 3.委員報酬 3.委員報酬
　委員　３,５５０円/回 委員 ４,０００円/回（県の要綱に基づく） 　委員　９,１００円/回（県の要綱に基づく） 委員 ７，０００円/１日

4.委員数 　14名 4.委員数 　14名 4.委員数 　７名 4.委員数 　14名以内

－
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調整結果

・児童手当については、合併時に統一する。

・民生委員推薦会については、合併時に統合する。

項　　目 　観　　音　　寺　　市 大　　野　　原　　町 豊　　　　浜　　　　町

調整方針



合併協定項目名 　　各種事務事業　（各種福祉制度関係）の取扱いについて合併協定項目番号 福祉分科会専門部会名 健康福祉部会 分科会名２３－２２

民生委員 1.目的　 １目的 １目的 1.目的
・児童委員協議会 　民生児童委員の活動及び 社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に 　社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に 民生児童委員の活動及び

　地区民生児童委員協議会の推進 　立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、 　立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、 　地区民生児童委員協議会の推進
もって社会福祉の増進に努める。 　もって社会福祉の増進に努める。 ※運営は社会福祉協議会が運営

２.事務内容 2.事務内容 ２事務内容 ２.事務内容
　月１　　定例会 月１ 　定例会 　　 定例会 １２回 月１ 　定例会
　４月　　総会 ６月 　施設入所者とのふれあい研修 　　 （内9月 老人福祉施設慰問) ４月 　総会
　９月　　市出身者老人施設慰問 　　　　（雲辺寺登山） ９月 　市出身者老人施設慰問
　２月　　地区別研修会 ８月 　県内視察研修 ２月 　地区別研修会
　随時４専門委員会（生活福祉・老人福祉 12月 　県内施設訪問 随時４専門委員会（生活福祉・老人福祉

             ・児童福祉 ・身障者児福祉） ３月 　町長との懇談会             ・児童福祉 ・身障者児福祉）
　随時独居・寝たきり・高齢者夫婦の実態調査 随時独居・寝たきり・高齢者夫婦の実態調査

支所において単位民協の事務

３.協議会数 　　　９ 3.協議会数 　１ ３協議会数 　１ ３.協議会数 　　　１１

４.委員数 　　 4.委員数 　　 ４委員数 　 ４.委員数 　　
　　９９名（主任児童委員１９名含む）　 　２６名（主任児童委員２名含む）     １９名(内主任児童委員２名含） 　現行のとおり

５.報償額 5.報償額 ５報酬額 ５.報償額
　　年額 　会長 　　１４０,６４０円 　年額 　会長 　   １３０,０００円 　 　　年額 会長 　　１３０,０００円 　年額 　会長 　　１４０,６４０円
　　年額 　委員 　　１１６,８００円    年額 　副会長 　 １１５,０００円 　　　　　副会長   １１０,０００円 　年額 　委員 　　１１６,８００円

   年額 　委員 　　 １１０,０００円 　　　　　委員 　　１１０,０００円

６.補助金関係 6.補助金関係 ６補助金関係 ６.補助金関係
　　国の制度により決定  民生委員活動費等負担金交付要綱に基づき申請 　　民生委員活動費等負担金交付要綱に基づき申請 　国の制度により決定
　
　　　　　　　　　　　　　

－
3
0
－

調整結果

調整方針 ・民生委員・児童委員協議会事業については、合併時に再編統一する。

項　　目 　観　　音　　寺　　市 大　　野　　原　　町 豊　　　　浜　　　　町



合併協定項目名 　　各種事務事業　（各種福祉制度関係）の取扱いについて合併協定項目番号 福祉分科会専門部会名 健康福祉部会 分科会名２３－２２

障害者社会参加 1.手話及び要約筆記奉仕員関係事業 1.手話及び要約筆記奉仕員関係事業
　　　　促進事業 　(1)手話通訳者設置事業

　　　(市手話通訳者設置事業実施要綱) 観音寺市の例により実施する。
　　①委託先 　香川県ろうあ協会
　　②委託料 　450,000円 　・手話通訳者設置については、福祉事務所１日、
　　③委託内容 　　各支所半日の週２日とする。
　　　　週に1日(月曜)通訳者が福祉事務所にいて、
　　　　聴覚障害者の相談等を行う
　(2)手話奉仕員等派遣事業
　　　(市手話奉仕員、

　要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱)
　　①委託先
　　　◎手話 ： 香川県ろうあ協会
　　　◎要約筆記 ： ゆうあい観音寺　　
　　②委託料
　　　◎手話 ： 2時間未満 　2,000円
　　　　　　　　 2～4時間　 3,500円
　　　　　　　　 4時間以上  5,000円
　　③委託内容
        身体障害者等の申請により、委託先に依頼し、

　奉仕員を派遣する
　(3)手話奉仕員等養成委託
　　①委託先 　市社会福祉協議会
　　②委託料 　410,000円
　　③委託内容
　　　　奉仕員養成講座を開講し、奉仕員を養成する

2.自動車運転免許取得・改造助成 2.自動車運転免許取得・改造助成
　(1)自動車運転免許取得助成
　　　(市の助成要綱) 観音寺市の例により実施する。
　　①対象者 　18歳以上の身体障害者
　　　　　　　　　障害程度が1～4級
　　②助成内容
　　　1人1回限りで、訓練費の2/3以内の額とし、

10万円が限度
　(2)自動車改造助成
　　　(市の助成要綱)
　　①対象者 重度(1,2級)の上肢・下肢又は体幹機能
　　　　　　　障害者で就労等に伴い、自らが所有し、
　　　　　　　運転する自動車に対する助成
　　②助成額 　限度額10万円

3.障害者スポーツ大会助成 3.障害者スポーツ大会助成
　　①委託先 　市身体障害者協会
　　②委託内容 市障害者スポーツ大会 １８年度より実施する。

　・スポーツ教室の開催　

4.地域生活アシスタント育成 4.地域生活アシスタント育成
　　 在宅の知的障害者に対する相談や指導等を行う
　　 地域アシスタントを育成する 観音寺市の例により実施する。

－
3
1
－

調整方針 ・障害者社会参加促進事業については、合併時に再編統一する。

項　　目 　観　　音　　寺　　市 大　　野　　原　　町 豊　　　　浜　　　　町 調整結果



合併協定項目名 　　各種事務事業　（各種福祉制度関係）の取扱いについて合併協定項目番号 福祉分科会専門部会名 健康福祉部会 分科会名２３－２２

・生活保護業務については、合併時に統一する。

心身障害者小規模通所 1.対象実施作業所 現行のとおり実施する。
　作業所運営補助事業 　　やまもも作業所

2.運営内容
　　市内在住の心身障害者であって、雇用されることが
　　困難な者等を通所させて必要な訓練を行い、かつ
　　就労の機会を提供する

3.申請方法
　　市の交付要綱に基づき、作業所より交付申請を行う

4.助成内容
　　補助金を年４回に分けて支給する

生活保護法に 1.目的　 1.目的 1.目的　
　　　関する業務 　日本国憲法第２５条に規定する理念に基づき、生活 日本国憲法第２５条に規定する理念に基づき、生活 　日本国憲法第２５条に規定する理念に基づき、生活 観音寺市の例により統一する。

　に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に 　に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に
　応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保 　応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保 　応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保
　障するとともに、その自立を助長することを目的と 障するとともに、その自立を助長することを目的と 　障するとともに、その自立を助長することを目的と
　する。 する。 　する。

2.対象者 2.対象者 2.対象者
　生活に困窮するすべての国民で、法第４条に規定 生活に困窮するすべての国民で、法第４条に規定 　生活に困窮するすべての国民で、法第４条に規定
　される各自のもてる能力に応じて最善の努力をし される各自のもてる能力に応じて最善の努力をし 　される各自のもてる能力に応じて最善の努力をし
　ても、なおかつ最低生活が営めない者 ても、なおかつ最低生活が営めない者 　ても、なおかつ最低生活が営めない者

3.事業内容 3.事業内容 3.事業内容
①事業内容 ①事業内容 ①事業内容
・要保護者との相談及び助言（他法活用等） ・要保護者との相談 ・要保護者との相談
・生活保護申請書の受理 ・生活保護申請書町経由で県申請 ・生活保護申請書町経由で県申請
・保護の開始及び変更
・法の規定による各種扶助の実施
・被保護者への指導及び指示
・要保護者の資産等の調査、検診命令
・要保護者又は扶養義務者の資産、収入の調査の嘱託
　及び報告の請求
・被保護者が指導・指示等に従わない場合の保護の
　変更、停止及び廃止
・被保護者が保護を要しなくなった場合の保護の
　停止及び廃止
・法の規定による被保護者が返還すべき額の決定及び
　費用の徴収
・被保護者が単身世帯等で死亡した場合の葬儀等の
　手伝い
・規定による保護の変更、廃止又は停止に伴う
　保護金品の返還の免除
・地区担当員による被保護者世帯への訪問調査活動
・査察指導員による査察指導業務

②経理事務 ②経理事務 ②経理事務
・生活保護費国庫負担金の交付申請、経理状況報告 口座払いの場合、県より被保護者の口座へ保護費を 　口座払いの場合、県より被保護者の口座へ保護費を
　及び事業実績報告等 振り込む。 　振り込む。
・生活保護費県費負担金の交付申請、経理状況報告 窓口払いの場合、町に振り込まれた保護費を窓口で 　窓口払いの場合、町に振り込まれた保護費を窓口で
　及び事業実績報告等 現金にて支給する 　現金にて支給する
・生活保護費補助金の交付申請、経理状況報告及び
　事業実績報告等
・保護費、保護施設事務費、診療報酬、介護報酬等の
　口座・窓口支払

－
3
2
－

調整方針
・心身障害者小規模通所作業所運営補助事業については、合併時に統一する。

項　　目 　観　　音　　寺　　市 大　　野　　原　　町 豊　　　　浜　　　　町 調整結果
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報告第６６号 

 

 

   各種事務事業（学校給食関係）の取扱いについて 

 

 各種事務事業（学校給食関係）の取扱いについて、別紙のとおり報告する。 

 

 

  平成１７年７月２８日提出 

 

 

 

観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会 

会 長  平  野   清 

 

 

 



　学校給食会 1.理事会 1.理事会 1.豊浜町学校給食会運営委員会 名称
　教育長,各学校長13人,各校PTA会長13人, 教育長、教育課長、幼・小・中（代表、PTA代表）、 　教育長、学校医、幼・小・中（校長、PTA会長、 観音寺市学校給食会
　庶務課長,学校教育課長 栄養職員、給食センター所長 　給食主任、PTA代表、調理員代表、栄養職員）
　年1回 組織として統一し、連絡、調整を進める。

運営については、当分の間、
2.献立委員会 2.献立委員会 2.献立委員会ー給食会とは別組織 現行のとおり実施する。
　校長代表（小、中）2人、PTA代表（小、中）2人、 幼・小・中（長の代表、給食主任）、 　校長、教頭、給食主任、栄養職員、調理員
　各校給食主任13人、調理員代表2人、 給食センター職員、栄養職員 　毎月
　栄養職員2人、所長 随時
　年5回

3.給食物資の調達 3.給食物資の調達 3.給食物資の調達
　毎年、公募、審査、理事会で業者決定、入札 毎年運営委員会で納入業者を公募し、 　毎年運営委員会で納入業者を公募し、

審査、決定、入札 　審査、決定する。学期毎に入札

4.経理 4.経理 4.経理
　給食会計 給食会計 　給食会計

　学校事務職員、給食主任、栄養職員

5.献立調理 5.献立調理 5.献立調理
　調理員 調理員 　調理員

　学校給食センター １.運営委員の構成 １.運営委員の構成 １.運営委員の構成 名称
　運 営 委 員 会 　　助役、教育長、教育委員長、 　幼、小、中学校の長 　　豊浜町学校給食会運営委員会と同 観音寺市学校給食センター運営委員会

　　市議会文京民生委員長、中学校校長代L表1人、 　幼、小、中学校のPTA会長
　　小学校代表1人、中学校PTA代表1人、 　保健所長、学識経験者、教育長、教育課長、 組織として統一し、連絡、調整を進める。
　　中学校校長代表1人、小学校代表1人、 　学校給食ｾﾝﾀｰ所長、栄養職員 運営委員の構成の決定後、
　　中学校PTA代表2人、 速やかに組織活動を実施する。

2委嘱時期
２.委嘱時期 　学校長の役員、PTA会長の役員が決定後
　　学校長の役員、PTA会長の役員が決定後

３.開催時期
３.開催時期 　年1回
　　各学期中に1回

４.給食費の決定 ４.給食費の決定
４.給食費の決定 　運営委員会に諮って教育委員会が決定 運営委員会で審議し、PTA総会で承認されると決定
　　―

５.給食物資調達
５.給食物資調達 　毎年、公募、審査業者決定
　　― 　年3回（学期毎）

６.献立委員会
　校長代表
　各学校・幼稚園主任
　調理員代表
　栄養職員
　事務職員
　所長

合併協定項目番号 教育分科会２３‐２４

　観　　音　　寺　　市 大　　野　　原　　町

教育部会 分科会名

調整結果

－
3
4
－

項　　目

専門部会名合併協定項目名 　　各種事務事業　（学校給食関係）の取扱いについて

調整方針

豊　　　　浜　　　　町

・学校給食関係団体については、合併時に統合できるよう調整する。
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（３）その他 

 

(1) 第１７回 観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会日程について 

 

       ・日 時 平成１７年８月２５日（木）午後１時３０分から 

 

    ・場 所 大野原町中央公民館３階講義室 
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観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会名簿 

委員区分 職 名 氏   名 帰 属 団 体 役 職 等  
 会 長 平野  清 大野原町長 

佐伯 文男 豊浜町長 副会長 

白川 晴司 観音寺市長 

大倉 利夫 観音寺市助役 

大山 保徳 大野原町参事 

1 号委員 
 

高森 直二 豊浜町助役 

藤田 芳種 観音寺市議会議長 

髙丸 勝茂 大野原町議会議長 

井上 浩司 豊浜町議会議長 

美藤  広 観音寺市議会市町合併調査特別委員会委員長 

藤岡  勉 大野原町議会合併問題研究特別委員会委員長 

2 号委員 

合田  要 豊浜町議会合併問題研究特別委員会委員長 

加藤 義和 学識経験者（観音寺市） 

久保  等 学識経験者（観音寺市） 

森  英雄 学識経験者（大野原町) 

石川美千子 学識経験者（大野原町） 

合田久仁男 学識経験者（豊浜町） 

3 号委員 

委 員 

横内十三枝 学識経験者（豊浜町） 

伊瀬  均 （観音寺市） 監査委員 

大廣 清雄 （豊浜町） 
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観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会事務局名簿 

№ 役  職 氏   名 帰  属  団  体 

１ 事務局長 大木 和郎 観音寺市 

２ 次  長 象山 稔彦 香川県 

３  総務広報班長 石川喜代美 大野原町 

４ 総務広報班 長谷川加奈子 豊浜町 

５ 調 整 班 長 好川 高雄 観音寺市 

６ 調 整 班 合田 博晃 大野原町 

７ 調 整 班 山地 康博 観音寺市 

８ 計 画 班 長 合田 善春 豊浜町 

９ 総務広報班 藤井久美子 大野原町臨時職員 

10 調 整 班 細川 勝美 大野原町臨時職員 

11 計 画 班 小山 悟司 大野原町臨時職員 
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第１６回 観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会 席次表 

             

専門部会長 

 

事 務 局 

              
 

 副会長      会 長      副会長 

観音寺市長    大野原町長    豊浜町長 

白川 晴司   平野  清   佐伯 文男 

 

      

 

                                

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

          

 

報  道  関  係  者 

 

 

一  般  傍  聴  者 

 

 

観音寺市 

議 長 

藤田 芳種 
 

観音寺市 

特別委員長 

美藤  広 

大野原町 

議 長 

髙丸 勝茂 
 

大野原町 

特別委員長 

藤岡  勉 

豊浜町 

議 長 

井上 浩司 
 

豊浜町 

特別委員長 

合田  要 

観音寺市 

学識経験者 

加藤 義和 
 

観音寺市 

学識経験者 

久保  等 

大野原町 

学識経験者 

森 英雄 
 

大野原町 

学識経験者 

石川美千子 

豊浜町 

学識経験者 

合田久仁男 
 

豊浜町 

学識経験者 

横内十三枝 

行

政

担

当

者 

豊浜町     大野原町     観音寺市 

助  役     参  事          助  役 

高森 直二  大山 保徳   大倉 利夫 

   

 

入

口 

 

入 

口 




